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この「企画コンペ実施要領」（以下「実施要領」という。）は、岩手県（以下「県」とい

う。）が実施する「令和８年度県主催移住フェア企画運営業務」（以下「本業務」という。）

に係る委託候補者の選定に関して、企画コンペに参加しようとする者（以下「参加者」と

いう。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである。 

 

１ 本業務の概要                                 

(１) 業務件名及び数量 

令和８年度県主催移住フェア企画運営業務 一式 

(２) 募集する企画提案の内容 

資料２「業務仕様書」のとおり  

(３) 委託期間 

契約締結の日から令和８年 12 月 31 日まで 

(４) 委託料の上限額 

5,623 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 令和８年度岩手県一般会計当初予算の議決が得られなかった場合及び否決された

場合にあっては、本件業務委託手続を停止することがある。 

※ 地域未来交付金の採択がされなかった場合にあっては、本件業務委託手続の一部

又は全部を停止することがある。 

 

２ 参加者の資格要件等                              

参加者は、下記に掲げる企画コンペ参加資格（以下「参加資格」という。）の要件を

全て満たしている者であり、かつ、県に対し企画コンペ参加届出書を提出し参加資格の

確認を受けた者とする。 

なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、代表者を定めた上で参加する

ものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。 

【参加資格の要件】  

(１) 本業務の実施について、県の要請に応じて速やかに来庁し、対応できる体制を整

えていること。 

(２) 過去５年間に官公庁等が発注する本業務に類似した業務を受注した実績を有し

ていること。 

(３) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

(４) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしてい

る者若しくは再生手続開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定する

再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされ

ている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

(５) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続開始

の申立てをなされていない者であること。 
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(６) 最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者である

こと。 

(７) 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）、その支店又は常時契約を締結する権

限を有する事務所、事務所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認

められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第６号に規定する暴力団員若しく

は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会

する場合があること。 

(８) 企画コンペ参加届出書の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、県か

ら一般委託契約に係る入札参加制限措置基準（平成 23 年 10 月５日出第 116 号）に

基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者

であること。 

(９) (８)の期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９

日建振第 281 号）、建設関連業務に係る指名停止等措置基準（平成 18 年６月６日建

技第 141 号）、物品購入等に係る指名停止等措置基準（平成 12 年３月 30 日出総第

24 号）などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であるこ

と。 

(10) 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。 

 

３ 企画コンペ手続き等に関する事項                        

(１) 担当室課（問合せ先・書類等提出先） 

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室（岩手県庁２階）  

〒020－8570 岩手県盛岡市内丸 10－１ 

電 話 019－629－5588 

ＦＡＸ 019－629－5589 

電子メールアドレス AE0005@pref.iwate.jp 

(２) 実施要領等の交付 

企画コンペに関する実施要領等については、岩手県公式ホームページに掲載する。 

※ トップページ（https://www.pref.iwate.jp/）→「入札・コンペ・公募情報」

→「コンペ」→「コンペ参加者募集情報」 

 

 

 

 

(３) 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表 

実施要領等に関する質問は、次により受け付ける。 

ア 受付期間 

  令和８年３月２日（月）午後５時〔必着〕 

 

資料１ 企画コンペ実施要領（本書）  
資料２ 業務仕様書  
資料３ 企画提案書作成要領  
資料４ 企画提案審査要領  

http://www.pref.iwate.jp/
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イ 提出方法 

  「様式１－１ 実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入の上、電子メール又は

ＦＡＸにより、上記（１）まで提出すること。 

ウ 回答方法 

  受け付けた質問については、原則として電子メールにより回答するとともに、回

答期日までに岩手県公式ホームページに随時掲載する。 

エ 回答期日 

  令和８年３月４日（水） 

(４) 企画コンペ参加届出書の提出（必須） 

企画コンペ参加者（共同提案の場合は代表者）は、下記提出期限までに参加資格

確認申請書類を担当課まで持参又は郵送により提出し、参加資格の確認を受けなけ

ればならない。 

ア 提出書類 

（ア）【様式１－２】企画コンペ参加届出書  

（イ）【様式１－３】会社概要及び過去５年間の主な受注等実績 ※パンフレット等可 

なお、共同提案の場合は、代表者以外の構成員についても、それぞれ提出する

こと。 

（ウ）直近の事業年度の事業及び収支が分かる資料（決算書等）  

（エ）現在の事業年度の事業計画書及び収支予算書  

（オ）【共同提案の場合のみ】共同提案とする理由、本業務における各社の役割分担、

事業実施に係る体制図等が明確に分かる資料（任意様式）  

イ 提出部数 

各１部 

ウ 提出期限 

令和８年３月６日（金）午後５時〔必着〕 

エ 提出先及び提出方法 

（ア） 上記(１)まで持参又は郵送により提出すること。 

（イ） 持参の場合は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間

に提出すること。 

（ウ） 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

オ 確認結果 

 参加資格の確認結果は、令和８年３月 10 日（火）までに（４）ア（ア）に記載さ

れたメールアドレス宛てに電子メールにより通知する。 

カ 留意事項 

（ア） 上記書類を提出期限までに提出しなかった者又は参加資格が認められなか

った者は、企画コンペに参加することができない。  

（イ） 参加資格の確認は、上記提出期限の日をもって行う。  

（ウ） 企画コンペ参加届出書類に虚偽の記載が判明した場合には、参加資格を取

り消すとともに、当該参加者が行った企画提案を無効とすることがある。 
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(５) 参加資格が認められなかった者に対する説明 

ア 参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、岩手県知事に対し、書

面（様式任意）によりその理由の説明を求めることができる。  

（ア）提出期限 令和８年３月 11 日（水）午後５時 

（イ）提出場所 上記（１）に同じ 

（ウ）提出方法 持参による  

イ 岩手県知事は、説明を求められたときは、 説明を求めた者に対し、令和８年３月

13 日（金）までに書面でその理由を回答する。  

(６) 参加資格の喪失 

参加者は、下記４に定める選考委員会の開催日までに、参加資格の要件に該当し

なくなったときは、参加資格を失うものとする。 

(７) 企画提案書等の提出（必須） 

参加者（共同提案の場合は代表者）は、企画提案書等を以下のとおり提出するも

のとする。  

ア 提出書類 

資料３「企画提案書作成要領」で定める書類  

イ 提出部数 

各 10 部（正本１部、副本９部） 

ウ 提出期限 

令和８年３月 12 日（木）正午〔必着〕 

エ 提出先及び提出方法 

（ア） 上記（１）まで持参又は郵送により提出すること。 

（イ） 持参の場合は、上記（４）エ（イ）に記載する時間に提出すること。  

（ウ） 郵送の場合は、封筒表に「企画コンペ提案書等」在中の旨を朱書きし、提

出期限までに必着のこと。  

オ 留意事項 

（ア） 参加者１者につき１提案とする。また、企画提案書等は、提出後の書換え、

引換え、撤回又は再提出を認めない。  

（イ） 提案に係る費用の総額は、上記１（４）の委託料の上限を超えないものとす

る。 

(８) 企画提案の無効  

下記のいずれかに該当する企画提案は、これを無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて提出された提案  

イ 提案に係る費用の総額が、上記１ (４)の委託料の上限を超える提案  

ウ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、

第 94 条（虚偽表示）または第 95 条（錯誤）に該当する提案  

エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案  

オ その他企画コンペに関する条件に違反した提案 
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(９) 企画コンペ参加の辞退  

ア 辞退届の提出 

企画コンペの参加資格を認められた者が、下記４に定める選考委員会に参加しな

い場合は、選考委員会開催日の前日の午後５時までに、【様式１－４】「企画コンペ

参加辞退届」を、上記（１）に持参又は郵送により提出すること。 

イ 留意事項 

企画コンペ参加辞退届の提出により企画コンペに参加しなかった者は、これを理

由として、以降、県が実施する他の企画コンペ等について不利益な取扱いを受ける

ことはない。 

 

４ 委託候補者の選定方法等に関する事項                      

(１) 委託候補者の選定方法 

参加者の企画提案の審査は、資料４「企画提案審査要領」に基づき、選考委員会

において行うものとする。  

(２) 選考委員会の開催 

ア 開催日時（予定） 

令和８年３月 18 日（水）（時間等詳細は別途通知） 

イ 開催場所（予定） 

岩手県盛岡地区合同庁舎 ８階 講堂Ｃ（盛岡市内丸 11-1） 

(３) 委託候補者の決定 

   県は、企画提案審査要領に定める選考委員会からの報告をもとに、第１順位の委

託候補者及び補欠順位を決定するものとする。 

 第１順位の委託候補者が契約を締結しない場合は、次点の者と契約の交渉を行う。 

(４) 結果の通知 

   県は、委託候補者及び補欠順位を決定した後、各参加者（共同提案の場合は代表

者）に、速やかに文書で通知するものとする。 

 

５ 契約に関する事項                               

(１) 契約書作成の要否 

要 

(２) 契約保証金 

会計規則（平成４年岩手県規則第 21 号）に基づき判断する。  

(３) 企画提案書等との関係 

企画提案書等に記載された事項は、業務仕様書と併せ、契約時の仕様書として扱

うものとする。ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、

県と委託候補者との協議により契約締結段階において項目の追加、変更又は削除を

行うことがある。  

(４) 契約結果の公表 

県は、本契約について、契約締結から概ね 15 日以内に、関係事項を岩手県公式

ホームページ上で公表する。 
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６ 公正な企画コンペ実施の確保                          

(１) 参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(２) 参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意

思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を

作成しなければならない。 

(３) 参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に

開示してはならない。 

(４) 参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、企画コンペを公正に

執行することができないと認められるときは、当該参加者を企画コンペに参加させ

ず、又は企画コンペの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

７ その他                                    

(１) 提出書類の取扱い 

ア 参加者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著

作権は、参加者に帰属するものとする。 

イ 提出書類は返却しないものとする。 

ウ 提出書類は公表しないものとする。 

エ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負

うものとする。 

(２) 企画コンペ参加に要する経費について 

ア 企画コンペ参加に要する経費は、全て参加者が負担するものとする。 

イ 令和８年度岩手県一般会計当初予算の議決が得られなかった場合及び否決され

た場合、又は地域未来交付金の採択がされなかった場合等において、本県業務委

託手続の一部若しくは全部の停止等をした場合、本件業務委託に係る準備のため

に要した費用については、一切保証しないものとする。 

(３) 企画コンペ参加に当たっての留意事項 

ア 企画コンペ参加届出書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委

託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、参加制限等の措置を行うことが

ある。 

イ 参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、

経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認め

ないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

＜企画コンペ実施スケジュール（予定）＞ 

企画コンペ実施要領等の公表   令和８年２月 20 日（金） 

質問票の提出期限        令和８年３月 ２日（月）午後５時 

質問に対する最終回答      令和８年３月 ４日（水） 

企画コンペ参加届出書提出期限  令和８年３月 ６日（金）午後５時 

企画提案書等の提出期限     令和８年３月 12 日（木）正午 

企画コンペ参加辞退届の提出期限 令和８年３月 17 日（火）午後５時 

企画審査委員会での審査（予定） 令和８年３月 18 日（水） 

企画コンペ結果通知（予定）   令和８年３月下旬 

契約締結（予定）        令和８年４月上旬 

 


